
 
「交通事故をなくす運動」中央区推進本部設置要綱 

 
１ 趣 旨 

  日々激化する交通情勢に対処し、交通事故を防止して明るく住みよい地域社会を

めざして、区内官公署、各種団体の協力のもとに、区民が一体となって交通事故を

なくす運動を強力に推進するため推進本部を設置する。 

 
２ 組 織 

 この運動を有効適切に推進し、実践するため推進本部を設ける。 

（１）構 成 

推進本部は、区内官公署及び各種団体により組織する。 

（２）役 員 

推進本部に次の役員を置く。 

本部長     １名 

副部長     若干名 

理事      若干名 

幹事      若干名 

  ア 本部長は、区長をもって充てる。 

イ その他の役員は、構成組織の代表者、又はこれにかわるべき者の中から本部

長が選任する。 

  ウ 推進本部に顧問を置くことができる。 

   顧問は、区内現職市・府会議員及び警察署長をもって充てる。 

（３）任 務 

  ア 本部長は、推進本部を代表して業務を統括し、各種会議を招集する。 

  イ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはこれを代行する。 

  ウ 理事は、この運動の目的達成のため総合的な対策を協議する。 

  エ 幹事は、事業の運営に参画し、適切な意見を述べるものとする。 

 
 



（４）事 務 局 

  推進本部の事務局を中央区役所市民協働課に置く。 

  事務の処理にあたっては関係各機関が相互協力する。 

 
３ 実践事項 

（１）交通道徳の高揚 

ア 人命尊重の徹底 

イ 交通妨害行為の排除 

（２）交通安全教育の普及 

  ア 交通法令の周知徹底 

  イ 学校等における交通安全教育の徹底 

（３）交通安全施設の整備改善 

  ア 信号機、道路標識、表示の整備促進 

  イ 安全柵、街路灯等の整備促進 

（４）道路の整備促進 

  ア 道路の改善（構造変更）の促進 

  イ 道路の不正使用の排除促進 

 
４ 会 議 

 会議は次のとおりとする。 

（１）理事会は、推進本部の行う基本的な施策を決定する。また幹事は必要に応じて

理事会に出席することができる。 

（２）幹事会は、目的達成のため必要な施策の策定と推進に当たる。 

（３）理事会・幹事会は、必要に応じて、警察署単位等地域ごとに開催することがで

きる。 

 
５ 推進要領 

（１）推進本部において協議決定した事項は、構成団体の組織を通じて具体的実践に

努めるものとする。 

（２）構成団体は、この運動の趣旨にそってそれぞれ自主的な運動を企画し、また機

会あるごとにこの運動の普及に努める。 



（３）構成団体は、この運動の効果をあげるために適切な意見を随時本部に連絡する

ものとする。 

（４）推進本部は、交通事故防止についての意見を積極的に関係行政機関に連絡する

ものとする。 

（５）その他、この運動の目的達成に必要な事業を行う。 

 
６ 施行の細目 

この要綱の実施その他運営に必要な事項は、理事会が定める。 

 
この要綱は、平成元年９月２１日から施行する。 

平成９年４月１日改正 

平成１９年４月１日改正 

平成２０年４月１日改正 

平成２３年４月１日改正 

令和８年４月１日改正 


